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…
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口
県
母
子
福
祉
協
力
員
設
置
規
則

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

国
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に

管
告
示

目

次

則口
県
母
子
福
祉
協
力
員
設
置
規
則
を

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

週
火
・
金
曜
日
発
行

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則

を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

山
口
県
知

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
三
件
）
（
県
民
生
活
課
）
…

の
認
証
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申
請
（
二
件
）
（
県
民
生
活

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画

廃
止
す
る
規
則
（
こ
ど
も
未
来
課
）
…

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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す
る
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岡
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…
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…
…
…
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課
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…
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…
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の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

四
七

ロ

八

（

回
）

住

所

宇
部

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

宇
部
興
産
株

所
在
地

宇
部
市
大
字

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用

種

類

構

能

力

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

宇
部

告

山
口
県
告
示
第
四
百
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る

山
口
県
規
則
第
五
十
八
号

山
口
県
母
子
福
祉
協
力

山
口
県
母
子
福
祉
協
力
員
設

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

年
月
日

年
月
日

年
月

平
成
二
七
、

一
、
一
三
平
成
二
七
、

四
、
七
平
成
二
七

五
、
一

市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九

及
び
所
在
地

式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
東
地

小
串
一
九
七
八
番
地
の
一
〇

時
間
間
隔
等

造

工
事
着
手

予

定

工
事
完
成

予

定

使
用
開

予

た
書
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二

活
部
環
境
政
策
課
及
び
宇
部
市
市

日

山
口

及
び
住
所

興
産
株
式
会
社

示

置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概

こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ

員
設
置
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

置
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県

ら
施
行
す
る
。

一

日

時

間

、〇
断

続
二
四
時
間
変
動
な
し

六区

使

用

の

方

法

始定

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用
季
節
的
変

動
の
概
要

月
九
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月

民
環
境
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て

県
知
事

村

岡

嗣

政

十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事

規
則
第
三
十
五
号
）
は
、
廃
止

五公 基前 す

規

則

告

示



平成 年 月 日 火曜日

四排１２

山 口

備

（定期）県 報

種

第 号

四備
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

七
・
四

排

水

口

七
・
二

四
七

ハ

一
一
・
三七

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

四
七

ロ

七

七

ハ

七
・
五

（

日
）
平
成

六
・
三

（

日
）

三
・
八

（

日
）

一
・
六

（

日
）

考

「
四
七

ロ
」
及
び
「
四
七

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

）

最

大

通

常

最

大

六九

一
〇
・
九

二

六
・
二

一
〇

一
二

六
・
五

七
・
五
一
〇
、
〇
〇
〇
一
〇
、
〇
〇

四
、
五
〇
〇

四
、
五
〇

一
〇
、
〇
〇
〇
一
〇
、
〇
〇

い
て
準
用
す
る
。

の
医
薬
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

大

通

常

最

五八
五
〇
、
〇
〇
〇
五
〇
、
〇
〇

二
七
、

一
、
九
平
成
二
七
、

一
、
二
三
平
成
二
七
、

二
、
二

ハ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

）

鉱
油

（

通

常

最

大

最

〇

一
五
・
九

二
五

二

一
二 三

二

三
二

〇

五

一
〇

〇〇 施
設
及
び
分
離
施
設
を
い
う
。

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

）

大

通

常

最

大

〇

五

一
〇

八
時
間

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

状

態

の

類
）

窒

素

（

）

大

通

常

最

大

通

・
五

一
五

四
八

一
・
一

五

二
〇
〇

二
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

状

態

の

窒

素

（

）

通

常

最

大

通

四
〇
〇

四
〇
〇

検
出

排
出
水
の

値

燐（

）

常

最

大

通

〇
・
〇
五

〇
・
八
二
八
、
二
三

五
〇
、
二
九

〇
・
〇
五

〇
・
〇
五

値

汚
水
等

燐
（

）

常

最

大

通

せ
ず

検
出
せ
ず

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

〇
・
八
三
五
、
九
四
〇
・
八

九
・
九

五
二
、
五
四
一

七

七
・
五

五
・
八

六
・
三

三
・
三

三
・
八

一
・
二

一
・
六

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

四

四

二
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が
い
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山
生

た
め名

山 口 県

名
くニ
ッ

と
き

く
し

（定期）報

山
生

機
関

第 号

３６７８

小
児
科
医
院

宇
部

ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク
く
ま

山
口

口
県
告
示
第
四
百
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

医

療称

所

医

療称

所

だ
ま
つ
美
里
ハ
ー
ト
ク
リ

ク

下
松

わ
公
園
前
薬
局

宇
部

が
は
ま
薬
局

周
南

排

水

口

七
・
五

口
県
告
示
第
四
百
三
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

排

水

口

七
・
五

排

水

口

排

水

口

八
・
三

排

水

口

市
大
字
際
波
一
四
三
九
の
三

市
後
河
原
八
三

第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条

の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口
県
知

機

関

在

地

山
口
県
知

機

関

在

地

市
美
里
町
四
丁
目
一
〇
番
二
五

市
則
貞
五
丁
目
五
番
八
号

市
大
字
櫛
ケ
浜
五
〇
三
の
五

四
・
三

二

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

三
・
五

一
四
・

三
・
一

平
成
二
六
、

九
、

一

四
、

の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

事

村

岡

嗣

政

指

定

年

月

日

事

村

岡

嗣

政

廃

止

年

月

日

号

平
成
二
六
、

八
、
三
一

七

〇

一
三

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

五

一
八

五

七

山
口
市
宮
野
下
字
台
ケ
浴

三
、
一
〇
六
六
、
一
〇
六
七

〇
七
七
か
ら
一
〇
八
〇
ま
で

山
口
県
告
示
第
四
百
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

く
し
が
は
ま
薬
局

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

株
式
会
社
安

宇
部
市
大

八
の
一

五
・
八

二
三

大
藤
医
院

く
だ
ま
つ
美
里
ハ
ー
ト
ク
リ

ニ
ッ
ク

松
下
歯
科
医
院

ゆ
ず
り
葉
薬
局

と
き
わ
公
園
前
薬
局

〇
・
六
九

六

〇
・
六

三

一
一
九
、
一
二
〇
、
一
二
一
の
一

、
一
〇
六
九
、
一
〇
七
〇
、
一
〇

、
一
〇
八
二
か
ら
一
〇
八
五
ま
で

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三

林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定

た
。

日

山
口

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

周
南
市
大
字
櫛
ケ
浜
五
〇
三
の

等

訪
問
看
護
ス
テ
ー

務
所

名

称

所

字
小
串

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
ん

宇八

〇
・
二
二

二
七
七
、
七
〇

萩
市
大
字
椿
三
五
三
七
の
六

下
松
市
美
里
町
四
丁
目
一
〇
番

周
南
市
桜
木
一
丁
目
五
番
一
号

宇
部
市
大
字
際
波
一
四
三
九
の

則
貞
五
丁
目
五
番
八
号

〇
・
〇
五

〇
・
二

一
〇
、

九
一
、

〇
・
〇
六

六
四
八
、

八
五
二
、

三

、
仁
保
下
郷
字
下
滝
ケ
浴
一
〇

七
二
、
字
上
滝
ケ
浴
一
〇
七
五
、

、
一
〇
八
七
か
ら
一
〇
九
〇
ま
で

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す

県
知
事

村

岡

嗣

政

五

八
、

シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

在

地

部
市
大
字
小
串

の
一

平
成
二
六
、
七
、

八
・
一
八
五
、
三
三
一
・
九

一
〇
、

二
五
号

九
、

五
、

三

九
、

〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

二
〇
〇

九
一
、
二
〇
〇

〇
〇
〇

六
四
八
、
〇
〇
〇

一
二
〇

八
五
二
、
一
二
〇

六一、 第る 一



平

月
七

成 年 月 日 火曜日

（
四特

り
特同

山 口

産
部

（定期）県 報

九で
二三

第 号

一長字部木六六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

公

〇
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

、
四
一
八
〇
、
四
一
八
二
、
四
一

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

山
口
市
宮
野
下
字
台
ケ
浴
一

〇
九
二
、
一
〇
九
三
、
字
塩
合
二

浴
一
九
一
一
、
字
見
久
保
一
九
二

朶
尾
二
六
四
二

周
南
市
大
字
大
潮
字
下
ノ
原
一
三

分
に
限
る
。
）
、
字
原
一
四
の
一

一
五
二
九
の
一
、
大
字
鹿
野
上

、
字
神
柱
一
二
二
二
、
三
九
五
一

八
、
一
二
六
九
、
一
二
七
一
、
一

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
山

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
八
、
四
一
八
九
、
四
一
九
六

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二
一
の
一

四
四
二
の
一
、
鋳
銭
司
字
福
西

六
の
二
、
宮
野
上
字
赤
潰
二
六

の
一
、
五
八
三
か
ら
五
八
五
ま

、
一
六
の
一
、
一
七
、
一
八
、

字
大
土
地
二
八
九
の
一
、
字
畑
ケ

、
三
九
五
四
、
字
大
迫
一
二
六

二
七
九
か
ら
一
二
八
一
ま
で
、

口
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年
一

な
い
。

木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

） 、
四
一
九
八
か
ら
四
二
〇
三
ま

一
二
四
六
の
一
六
、
下
小

字

四
一
の
一
、
二
六
四
一
の
三
、

で
、
五
八
六
（
次
の
図
に
示
す

一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
字
休

谷
三
七
一
の
五
、
三
七
一
の

二
か
ら
一
二
六
六
ま
で
、
一
二

字
上
神
柱
四
一
七
五
、
四
一
七

る
こ
と
に
よ
り
認
知
度
や
魅

平
成
二
十
六
年
十
一
月
七

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
陽
小
野
田
市
の
ハ
ー
ド

新
た
な
魅
力
や
強
み
を
創
出

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

乳
幼
児
と
そ
の
家
族
に
対

行
い
、
子
育
て
を
し
や
す
い

（
四
〇
三
）
特
定
非
営
利
活
動

覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
七

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称
力
を
向
上
さ
せ
、
も
っ
て
住
民
の

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

さ
ん
よ
う
お
の
だ
シ
テ
ィ
セ

松

秀
樹

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田

面
ソ
フ
ト
面
共
に
埋
も
れ
て
い
る

し
て
い
く
こ
と
及
び
そ
れ
ら
に
ブ

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

日

山
口

平
岩

陽
子

山
口
市
阿
知
須
四
〇
四
三
番

し
て
、
子
ど
も
の
託
児
の
実
施
と

環
境
を
つ
く
る
こ
と
。

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

お
ひ
さ
ま
ラ
ン
ド

誇
り
や
愛
着
心
の
向
上
を
図
る
こ

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ー
ル
ス
推
進
隊

四
六
三
四
番
地
の
四

資
源
を
発
掘
し
育
て
上
げ
る
こ
と

ラ
ン
ド
力
を
持
た
せ
情
報
発
信
を

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年

県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

県
知
事

村

岡

嗣

政

地
の
一

子
育
て
全
般
に
関
わ
る
支
援
事
業

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

と 、す お一縦 を

公

告



平成

二

年 月 日 火曜日

特
と
お変

び
山

一

山 口 県

三
のこ

（
四

（定期）報

月
十

一二

第 号

（
四特

り
特同 に

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
七
年

口
県
山
口
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

代

表

者

の

氏

名

渡

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

特
発
性
大
腿
骨
頭
壊
死
症
患
者
と

提
供
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
難

と
。

〇
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

お

〇
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

よ
り
、
競
争
力
の
あ
る
ま
ち
に
発

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

一
月
十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口
県
知

邉

利
絵

関
市
秋
根
南
町
一
丁
目
三
番
一

そ
の
家
族
に
対
し
て
、
医
療
福

病
患
者
を
生
活
者
と
し
て
包
含

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

活
部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

れ
ん
じ
の
会

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

展
さ
せ
て
い
く
こ
と
。

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

事

村

岡

嗣

政

号祉
情
報
の
提
供
及
び
交
流
の
場

す
る
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年
一

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口

あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

二

作
業
の
地
域

下
関
市
入
江
町
、
上
田
中

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
〇
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
〇
六
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り

日

山
口

）町
六
丁
目
、
岬
之
町
、
丸
山
町
一

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
明
日

大
窪

圭
子

宇
部
市
則
貞
六
丁
目
一
番
二

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
七
年
一
月
十
九
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

八
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
口

橋
本

山
口
市
三
の
宮
二
丁
目
二
番

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

五

一
日
ま
で

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

県
知
事

村

岡

嗣

政

丁
目
及
び
丸
山
町
二
丁
目

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

な
ろ
会

号に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

村

岡

嗣

政

国
際
経
済
文
化
交
流
促
進
協
会

一
〇
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

が 条 及 の



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

運
営

有
す

そ
の

を
合

八
分

て
得

山 口

山
地

に
規

八
十

（定期）県 報

す
。

一二

第 号

（
四岩

る
同

第
一

す
る十

六
年
十
二
月
九
日
印
刷

十
六
年
十
二
月
九
日
発
行

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
二
岩

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

〇
八
）
岩
国
都
市
計
画
ご
み
焼
却

国
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

委
員
会

第
百
二
十
八
号

第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び

山
口
県
知

国
市
日
の
出
町
ご
み
焼
却
場

場
所

場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十

る
岩
国
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二

に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を

庁事
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

長

中

村

正

昭

一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

事

村

岡

嗣

政

の
縦
覧

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

副
知
事
並
び
に
県
の
選

挙
管
理
委
員
、
監
査
委

員
及
び
公
安
委
員
会
の

委
員
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
委

員
の
解
職
の
請
求

地
方
教
育
行

及
び
運
営
に

律
第
八
条
第

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法

第
一
項

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法

条
第
一
項

第
八
十
一

第
八
十
六

政
の
組
織

関
す
る
法

一
項

第
八
十
条

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

規

定

必

要

な

第
七
十
四

第
七
十
五

第
七
十
六

大
島
郡
選
挙
区

二
四
七
、
五
九
七

八
、
九
六
〇

七
五
、
九
二
二

四
六
、
六
七
七

五
二
、
五
五
五

一
五
、
七
九
八

三
二
、
〇
九
一

一
五
、
二
一
三

四
〇
、
六
〇
二

一
四
、
五
九
一

一
〇
、
四
六
七

九
、
五
一
四

七
、
五
八
九

四
〇
、
六
六
九

一
七
、
五
九
二

有

権

者

の

数二
三
、
六
一
六

二
四
七
、
五
九
七

五
、
三
五
五

六

選
挙
管
理
委
員
会


